
議案第54号

三朝町職員定数条例の一部改正について

次のとおり三朝町職員定数条例の一部を改正することについて､地方自治法

(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の議決を求め

る｡

平成17年3月25日

三　朝　町　長　　吉　田　秀　光

平鼠仁子･-T串3Ir=3 25日原案可決

三朝町議金議長患轟　草rTニ

三朝町条例第　　号

三朝町職員定数条例の一部を改正する条例

三朝町職員定数条例(昭和2 8年三朝町条例第7号)の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)を当

該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

第2条職員の定数は､次に掲げると ����"���c(���X醜,ﾉ.��H,ﾚH鵁,佝h+�.�,b�

おりとするo �*�.�,h+x.薬�

(1)L町長の事務部局の職員墜A 茶��*ﾉ+x,ﾈ駟k�YHｼx,ﾉ�X輯�9�ﾂ�

(2)及び(3)略 茶"亶�-��2凛｢�

(4)教育委員会の事務部局の職員 茶B仆8支効醜檍,ﾈ駟k�YHｼx,ﾉ�X蹴�

堤_△ 湊%U���

(5)公営企業の職員呈⊥△ 茶R佰h�8ｮ仂h,ﾉ�X輯#Y�ﾂ�

ア略 �4�z｢�

ィ.国民宿舎事業の職員旦旦A �48ﾙ�j�溢倬hｼh,ﾉ�X醜�9z$��

2略 �)z｢ﾒ�

附　則

この条例は､平成1 7年4月1日から施行する｡


